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三宅村商工会及び小笠原村商工会 

 

第１ 監 査 の 目 的 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項に基づき、都が補助金交付等の財政

援助を行っている団体に対して、財政援助に係る事業が、その目的に沿って適正に執行されてい

るか、監査を実施する。 

 

第２ 監査対象の概要 

 １ 事 業 の 内 容 

 （１）事 業 の 概 要 

三宅村商工会（設立：昭和４６年６月）及び小笠原村商工会（設立：昭和５９年１月）（以

下「商工会」という。）は、商工会法（昭和３５年法律第８９号）に基づき、地区内における

商工業の総合的な改善、発達を図ることなどを目的に、主として次の事業を行っている。 

   ア 商工業に関する相談・指導及び情報・資料の収集提供 

   イ 商工業に関する講習会・展示会等の開催 

   ウ  商工業に関する調査研究 

 （２）都 と の 関 係 

都は、商工会に対し、東京都小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱に基づき、表１の 

とおり、補助金を交付している。 

 

  （表１）商工会に対する都補助金                     （単位：千円） 

商 工 会 名 補 助 事 業 名 平成１７年度 平成１８年度 

三宅村商工会 東京都小規模事業経営支援事業 ２９，５２５ ２３，７６０ 

小笠原村商工会 東京都小規模事業経営支援事業 ２０，９６５ １７，６６６ 

 

 ２ 組   織 

（１）三宅村商工会 

商工会は、事務所を三宅村坪田１２７１番１に置き、会員２６８名で組織され、役員３０名

（会長１名、副会長２名、理事２５名、監事２名）（全員非常勤）及び職員４名で構成されて

いる。 

（２）小笠原村商工会 

商工会は、事務所を小笠原村父島字東町に置き、会員１５４名で組織され、役員１５名（会

長１名、副会長２名、理事１０名、監事２名）（全員非常勤）及び職員３名で構成されている。 
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第３ 監査の範囲及び実地監査期間 

 １ 監 査 の 範 囲 

   平成１７年度及び平成１８年度の補助事業について実施した。 

 ２ 実地監査場所及び期間 

 （１）産業労働局    平成１９年４月１０日及び同年６月８日 

 （２）三宅村商工会   平成１９年６月２９日 

 （３）小笠原村商工会  平成１９年４月２５日 

 

 

第４ 監 査 の 結 果 

 １ 事業実績について 

平成１７年度及び平成１８年度における補助事業の実績は、表２及び表３のとおりであり、 

事業は補助目的に沿って適正に執行されているものと認められる。 

                                           

（表２）小規模事業経営支援事業補助実績（三宅村商工会）      （単位：人、件、千円） 

補助対象職員設置数 指 導 実 績 等 

年  度 経営指

導員等 
補助員 

記帳専

任職員 

人 件 費

補 助 金
巡回・窓口

指 導 等

講習会

等開催

金 融 

斡 旋 
記帳指導 

事 業 費

補 助 金

平成１８年度 ２ １ １ １７，１５０ ２，０９５ １２ ２７ １５０ ６，６１０

平成１７年度 ２ １ １ １７，３１５ １，８７８ １５ ３３ １５０ １２，２１０

 

（表３）小規模事業経営支援事業補助実績（小笠原村商工会）     （単位：人、件、千円） 

補助対象職員設置数 指 導 実 績 等 

年  度 経営指

導員等 
補助員 

記帳専

任職員 

人 件 費

補 助 金
巡回・窓口

指 導 等

講習会

等開催

金 融 

斡 旋 
記帳指導 

事 業 費

補 助 金

平成１８年度 １ １ １ １１，７３８ １７５ ２ ２３ １７２ ５，９２８

平成１７年度 １ １ １ １１，８１９ ２９８ ３ ２２ １８０ ９，１４６

                                           

（注）１ 小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が２０人（商業・サービス業を主たる事業とす

る事業者については５人）以下の商工業者をいう。 

２ 補助率は、補助対象経費の１０／１０である。 

 


